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１ 平成 30 年度決算の概要 

 

  
 

○決算規模 

平成30 年度は、当初予算の規模は5,369 億2,000 万円であり、前年度に比べ26 億2,000 万円増加

し、さらに台風による被害への対応のための災害復旧事業に取り組んだことなどから、決算規模は、歳入・

歳出ともに増加し、６年連続で5,000 億円台となりました。 

 

○歳入決算額 

県税は、好調な世界経済などを背景に、法人二税が増収となったことなどから、総額で前年度に比べて増

加しました。 

また、県債は、退職手当債の減少などにより、繰入金は、県債管理基金や財政調整基金の取り崩しの減少

などにより、それぞれ減少した一方で、地方譲与税は、地方法人特別譲与税の増加などにより、増加したこ

となどから、歳入決算額は、前年度に比べ44 億9,297 万円増加し、5,353 億5,277 万2 千円となりま

した。 

 

○歳出決算額 

「滋賀県行政経営方針」に基づき、財政健全化の取り組みを進めました。学習船「うみのこ」新船の建造

工事の完了などにより教育費などが減少した一方、県債管理基金および財政調整基金の積立金などの増加に

より総務費、台風による被害への対応により災害復旧費などが増加したことから、歳出決算額は、前年度に

比べ29 億4,987 万8 千円増加し、5,303 億4,162 万円となりました。 
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（１） 決算収支の状況 

 

歳入決算額と歳出決算額の差引額である形式収支は、50 億 1,115 万 2 千円ですが、このうち翌年度に

繰越した事業に充てる財源（翌年度へ繰越すべき財源）を差し引いた実質収支額は、9 億630 万8 千円の

プラスとなっています。 

また、前年度の実質収支額と比べると 6.0％の増となり、平成 30 年度単年度の収支額は、5,151 万 9

千円のプラスとなっています。 

なお、財政調整基金の積立額および取崩額、地方債の繰上償還額を反映させた実質単年度収支額では、41

億7,063 万7 千円のプラスとなっています。 
   

●平成 30 年度一般会計決算                           (単位：千円・％) 

 

区      分 
平 成 30 年 度 平 成 29 年 度 

決 算 額 対前年度比率 決 算 額 対前年度比率 

歳 入 総 額 A 535,352,772 100.8 530,859,802 100.9 

歳 出 総 額 Ｂ 530,341,620 100.6 527,391,742 101.2 

歳 入 歳 出 差 引 額 (A－B) Ｃ 5,011,152 144.5 3,468,060 72.8 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 4,104,844 157.1 2,613,271 67.0 

(内訳) 繰 越 明 許 費  4,104,844 157.1 2,613,271 67.0 

 事 故 繰 越  － － － － 

 支 払 繰 延  － － － － 

実 質 収 支 額 (C－D) E 906,308 106.0 854,789 99.1 

単年度収支額(E－前年度のE)   F 51,519  △    8,118  

財 政 調 整 基 金 積 立 額 G 4,119,118 927.0 444,340 95.3 

財 政 調 整 基 金 取 崩 額 H     － －     527,713 13.6 

地 方 債 繰 上 償 還 額 Ｉ － － － － 

実質単年度収支額(F＋G－H＋Ｉ) 4,170,637  △    91,491  

前年度実

質収支額

855

(前年度E) 

歳出 530,342 (B) 歳入 535,353 (A)

翌年度への繰越事業

に充てる財源 (D) 
4,105

形式収支 (C)

5,011

実質収支 (E)

906
財政調整基金

積立額 (G)    

4,119

【平成30年度収支の状況】

（単位：百万円）

○単年度収支額(F) ＝ E－前年度E ＝52

○実質単年度収支額

＝F+G-財政調整基金取崩額（Ｈ）+I＝4,171
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 収支状況の推移を見ると、これまで「財政構造改革プログラム」等に基づき、歳出の削減に取り組んできたこ

とに加え、財源不足に対し、県債の発行や基金の取り崩しで対応してきたことから、実質収支額はプラスを確保

できています。なお、平成30 年度は、後年度の財政運営や当面する課題への対応に備え、財政調整基金への積

立を行ったことなどにより実質単年度収支がプラスとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プライマリーバランス※は、平成 20 年度以降、経済情勢の悪化による県税収入の減少を県債の発行で対応し

たことや地方交付税の振替措置として国に代わって県が借り入れている臨時財政対策債の増加などにより、マイ

ナスに転じましたが、平成23 年度に臨時財政対策債の発行が減少したことによりプラスに転じた後、プラスで

推移し、平成30 年度も引き続きプラスを維持しました。 

 なお、プライマリーバランスがプラスであれば、県債の元利償還金を除くすべての歳出が、県債以外の歳入で

賄えていることとなり、逆にマイナスになると、現在の県民が県税などによって負担する以上に行政サービスを

受けていることになり、将来世代に負担を先送りしている状態と言えます。 

             ※プライマリーバランス：県債を除いた歳入決算額と県債に係る元利償還金を除いた歳出決算額の差 
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 （2） 歳入決算額 

 

○県税 

平成30 年度の我が国の経済は、企業収益

が過去最高を記録する中で設備投資が増加す

るとともに、雇用・所得環境の改善により個

人消費の持ち直しが続くなど、経済の好循環

は着実に回りつつあります。また、輸出は、

おおむね横ばいとなっているものの、緩やか

な回復基調が続き、実質 GDP 成長率はプラ

スとなりました。 

本県では、好調な世界経済や円安の影響を

受けた輸出関連企業などの業績好調により法

人二税が 531 億 2,927 万 4 千円と前年度

に比べ 42 億 4,133 万 5 千円、8.7%の増

となるとともに、近年の宅配便需要の活発化

など、軽油需要の高まりにより、軽油引取税

が 130 億８,651 万 9 千円と前年度に比べ

3 億4,518 万円、2.7％の増となりました。   

こうしたことから、県税全体では、前年度

決算額に比べて、43 億 9,115 万 7 千円、

2.7％増の1,700億3,822万1千円となり 

ました。 
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○地方譲与税 
地方法人特別譲与税が増加したことなどから、

前年度に比べ26億5,246万6千円、12. 0％

増の247 億6,216 万3 千円となりました。 
 
 

○地方交付税 
特別交付税が減少したことなどから、地方交

付税額は、前年度に比べ4億8,751万6千円、

0.4%減の1,152億6,495万7千円となりま

した。 
 
 

○国庫支出金 
保育対策総合支援事業費国庫補助金や警察施

設費国庫補助金などの減少により、前年度に比

べ15 億4,679 万1 千円、2.6％減の580 億

1,556 万2 千円となりました。 
 
 

○県債 
地方交付税の一部を振り替えて発行している

臨時財政対策債が、前年度に比べ 2 億 5,650

万円、0.8％減少したことに加え、臨時財政対

策債以外の県債も、退職手当債の減少などによ

り 31 億 3,990 万円、6.9%減少したことか

ら、全体では 33 億 9,640 万円、4.5％減の

727 億9,910 万円となりました。 
 
 
○一般財源比率と自主財源比率 

県税および地方譲与税等が前年度に比べ増加

したことにより、歳入に占める一般財源の割合

（一般財源比率）は、前年度から1.3 ポイント

上昇し、74.8％となりました。 

また、県税や地方消費税清算金等の自主財源

が増加したことに加え、国庫支出金や県債等の依存財源が減少したことから、歳入に占める自主財源の割合

（自主財源比率）は、1.0 ポイント上昇し、49.2％となりました。 
 
 

付表 第1 表 平成30 年度一般会計歳入決算状況 → 58 ページ 

    第2 表 自主財源と依存財源の構成状況（一般会計） → 58 ページ 
 
 

 

 付表 第1 表 平成23 年度一般会計歳入決算状況 → 59 ページ 

    第2 表 自主財源と依存財源の構成状況（一般会計） → 59 ページ 

 

 

 

地方交付税と臨時財政対策債の仕組み 
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(31.8%)

地方消費税清算金
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その団体の標準的な税収入等の75％ 

基準財政需要額で捕捉できない行政
需要や独自施策のための財源 

その団体が標準的な行政サービスを提供するのに必要な額 

団体間の税収の差が調整されるとともに、どの地域に住む住民にも一定の行政サービスが提供
できるよう財源が保障されます。 

地方交付税総額が不足する場合、平成12 年度までは、国の交付税特別会計で借り入れて交付
されていましたが、平成13 年度からは、地方債（臨時財政対策債）に振り替えられ、それぞ
れの団体で借金をする形となりました。ただし、その元利償還金相当額は、後年度の基準財政
需要額に100％算入されます。 
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県の歳入で大きな割合を占める県税を県の人口で割ると、平成３０年度決算額で120,349 円となります。地

方消費税や不動産取得税が減収となる一方で、企業収益が好調であったことにより法人二税が増収となったこと

などから、前年度をわずかに上回る水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

また、県民所得に対する県税負担率は、平成20 年度は県税決算額が大きかったため４％台となっていました

が、経済情勢の悪化等に伴う県税収入の減により、平成21 年度に大きく低下しました。それ以降概ね３％程度

の水準で推移していましたが、近年は県税決算額の増加に伴い上昇傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

付表 第３表 平成29 年度～令和元年度県税収入状況 → 59 ページ 

第４表 県民負担と県財政規模および県民所得 → 60 ページ 
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 （３） 歳出決算額 

  

平成 30 年度は、「滋賀県基本構想」および「滋賀県行政経営方針」の計画期間の最終年度に当たり、これら

の総仕上げに向けて、具体的な成果につなげていく重要な年度となりました。そのため、基本構想の基本理念に

掲げる「夢や希望に満ちた豊かさ実感・滋賀」の実現に向け、「新しい豊かさ」の具現化に取り組みました。加え

て、持続可能な財政基盤の確立に向け、平成29 年6 月に公表した「今後の財政運営の基本的な考え方」に基づ

く取組の初年度として、中長期的な観点から財政健全化の推進を図ることを基本に施策に取り組みました。歳出

規模としては、県債管理基金および財政調整基金の積立金の増などにより、2 年連続で前年度を上回りました。 

 
 

■目的別に見ると、台風による被害への対応や県債管理基金および財政調整基金の積立金の増などにより、災害

復旧費で133.2％、総務費で31.1％増加しています。一方、商工観光労働費で7.8%、教育費で4.7％それ

ぞれ減少しています。 

■決算額の構成比は、教育費が全体の 24.2％（前年度 25.6％）を占め、以下、健康医療福祉費 16.9％（同

17.5％）、公債費15.1％（同14.9％）、土木交通費10.2％（同10.0％）と続いています。 
 

 

○総務費 

県債管理基金および財政調整基金の積立金や

知事選挙執行経費、滋賀県議会議員一般選挙執

行費の増加などにより、60 億 8,267 万 4 千

円、31.1％の増となりました。 
 

○県民生活費 

（仮称）彦根総合運動公園整備事業費の増加

などにより、11 億2,361 万6 千円、15.2％

の増となりました。 
 

○健康医療福祉費 

国民健康保険財政安定化基金や保育士修学資

金等貸付事業の原資への積立金の減少などによ

り、29 億8,390 万8 千円、3.2％の減となり

ました。 
 

○教育費 

県立高校の再編事業の進捗や、学習船「うみ

のこ」新船の建造工事の完了などにより、62

億7,145万7千円、4.7％の減となりました。 
 

○災害復旧費 

平成29年の台風5号および21号による被

害への対応のための災害復旧事業の増加などに

より、15 億8,179 万6 千円、133.2％の増

となりました。 

 

 

付表 第5表 平成30年度一般会計歳出決算状況 
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一般会計目的別決算額の推移

土木交通費

公債費

健康医療福祉費

総務費

諸支出金

警察費

その他

県民生活費

教育費

(注) 本グラフは、各年度の款別決算額により作成しています。

琵琶湖環境費
農政水産業費

商工観光労働費

総合政策費

議会費(0.2%) 総務費(4.8%)

琵琶湖環境費

(3.3%)

健康医療福祉費

(16.9%)

商工観光労働費

(2.4%)

農政水産業費

(3.4%)

土木交通費

(10.2%)
警察費

(5.7%)

教育費

(24.2%)

災害復旧費

(0.5%)
公債費

(15.1%)

総合政策費(2.1%)

諸支出金

(9.6%)

県民生活費

(1.6%)

歳出決算額の目的別（款別）構成図

総 額

530,341,620千円

5,303 
5,274 

→ 60 ページ 

目的別決算額 
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■義務的経費については、退職者数の減少や平均年齢の低下などによる職員の新陳代謝に伴う人件費の減少など

により、前年度に比べ0.2％の減となりました。 

■投資的経費については、県立高校の再編事業の進捗などにより、普通建設事業費が減少したものの、台風によ

る被害への対応のための災害復旧事業の増加などにより、前年度に比べ0.6％の増となりました。 

■その他の経費については、国民健康保険健全化対策費の減などにより補助費等が減少したものの、繰出金や積

立金が増加したことなどから、前年度に比べ1.6％の増となりました。 
 

 

○普通建設事業費 

  県立高校の再編事業の進捗や、学習船「うみのこ」新船の建造工事の完了などにより、前年度に比べ 10

億7,555 万4 千円、1.4％の減となりました。 

① 補 助 事 業 費： 国の経済対策に伴いインフラ整備や防災対策を重点的に実施したことなどによ

り、前年度に比べ15 億7,495 万7 千円、4.0％の増となりました。 

② 単 独 事 業 費： 県立高校の再編事業の進捗や、学習船「うみのこ」新船の建造工事の完了など

により、前年度に比べ27 億 16 万8 千円、8.8％の減となりました。 

③ 国直轄事業負担金： 国直轄道路事業費負担金の増加などにより、前年度に比べ 2 億 2,751 万 8 千

円、5.9％の増となりました。 
 

○災害復旧事業費 

  平成29 年の台風5 号および21 号による被害への対応のための経費が増加したことなどにより、15 億

5,768 万7 千円、133.3％の増となりました。 
 
○人件費 

   退職者数の減少や平均年齢の低下などによる

職員の新陳代謝などにより、19 億8,623 万9

千円、1.2％の減となりました。 
 
○補助費等 

   地方消費税都道府県清算金や国民健康保険健

全化対策費の減少などにより、63 億3,420 万

8 千円、4.3％の減となりました。 
  

○積立金 

   国民健康保険財政安定化基金等への積立が減

少したものの、県債管理基金、財政調整基金等

への積立が増加したことなどにより、40 億

9,157 万 4 千円、84.8％の増となりました。 
  

○繰出金 

   国民健康保険事業特別会計の創設などにより、

69 億1,197 万8 千円、217.6％の増となり

ました。 

 

付表 第6 表 平成30 年度一般会計性質別歳出決算状況 → 61 ページ 

人件費

(31.5%)

扶助費

(1.6%)

公債費

(15.0%)
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事業費

(14.0%)災害復旧事業費

(0.5%)

補助費等

(26.9%)

貸付金

(2.7%)

積立金

(1.7%)

物件費

(3.6%)
繰出金

(1.9%)

その他

(0.6%)

義務的

経費

(48.1%)

投資的経費

(14.5%)

その他

(37.4%)

歳出決算額の性質別構成図

総 額

530,341,620千円

性質別決算額 



 引上げ分の地方消費税収 百万円

　※社会保障財源化分の市町への交付金を除いています。

 社会保障施策に要する経費 百万円

（単位：千円）

○上記①のうち、社会保障施策の充実に充当した地方消費税額（引上げ分） 千円

＜主な施策の内容＞

・子ども・子育て支援新制度への移行に伴う経費 千円

・地域医療介護総合確保事業に要する経費 千円

・国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充に要する経費 千円

・国民健康保険への財政支援の拡充に要する経費 千円

・難病・小児慢性特定疾患にかかる助成制度に要する経費 千円

・介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化に要する経費 千円

○上記①のうち、社会保障施策の安定化に充当した地方消費税額（引上げ分） 千円

・社会保障の安定化分として、既存の社会保障施策に要する経費 千円

　（介護保険給付費負担金、障害者自立支援給付費等負担金など）

・消費税および地方消費税の税率引上げに伴う社会保障経費の増（公経済負担分） 千円

5,474,501

5,108,551

8,588,222

12,685,139

51,681,677

経　費

引上げ分の地方消費税収が充当される社会保障関係施策に要する経費

286,197

34,430,894

281,134

614,902

997,632

財　源　内　訳

特定財源
（国庫補助金等）

13,157,533

一　般　財　源
引上げ分の

地方消費税①
その他

170

329,210

4,694,731 16,430,789

歳 出

歳 入

105,432

1,087,635

195

1,783,169

122,847

0

(内訳）

210,605

8,099,620

59

125,056

138,953

1,971,916

1,694,660

1,654,036

5,320,612

7,127,543

567,709

3,827

10,009,079

低 所 得 者 支 援 事 業 260

そ の 他

合 計 67,382,780

3,195,929

保健

衛生

医 療 に 係 る 施 策 事 業 1,070,345

感染症その他の疾病予防対策 1,973,475

そ の 他 127,052

5,118,051

13,897

0

671,782

988,540

小 計 3,170,872

社会

保険 国 民 健 康 保 険 事 業 10,574,035

介 護 保 険 事 業 14,379,799

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 14,936,625

小 計 39,890,459

分野 事　業　区　分

社会

福祉

生 活 保 護 事 業 979,791

児 童 福 祉 事 業 11,569,563

母 子 福 祉 事 業 336,847

障 害 者 福 祉 事 業

187

小 計 24,321,449

高 齢 者 福 祉 事 業 1,425,722 390,133 372,007 663,582

3,444,388

821,824

5,106,819

367,682

67,383

10,583

40,256

2,534,981

468,289

802,314

196,877

819,994

112,366

703,801

378

35,679

20,810

6

17

10,583,052

358,271

消費税および地方消費税の税率引上げによる増収分の活用状況

（平成30年度決算）
社会保障と税の一体改革により、消費税および地方消費税の税率引上げによる増収分は、全て社会

保障の充実・安定化に活用することとしています。
平成30年度決算における状況は次のとおりです。
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特別会計全体の歳入決算額は 2,716 億 1,197 万円、歳出決算額は 2,646 億 7,354 万円で、歳入歳出差

引額は69 億3,843 万円となりました。 

 なお、主な会計別の決算の概要は、次のとおりです。 

会    計 決   算   概   要 

市町振興資金貸付事業 

 

市町の振興を図るため、市町の行う公共施設等の整備事業に対して 

840 万円を貸し付け、4 億 9,231 万 1 千円の償還を受けました。 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

 

 

ひとり親家庭の父母および寡婦等の経済的自立の促進と生活意欲の

向上を図るとともに、その扶養している子の福祉を増進するための資

金として、198 件、１億 17 万 7 千円を貸し付けました。 

中小企業支援資金貸付事業 

 

中小企業者の育成強化や経営基盤強化を図るための高度化資金貸付

金等について、１億 3,190 万円の償還を受けました。 

林業・木材産業改善資金貸付事業 

 

木材産業の振興を図るための木材産業等高度化推進資金貸付金の原

資として１億 1,000 万円を貸し付けました。 

琵琶湖総合開発資金管理事業 

 

琵琶湖総合開発事業の円滑な推進を図るため下流府県から借り入れ

た下流融資金について、元利金３億 337 万円を償還しました。 

公債管理 

 

 

県債発行額および公債費の実質償還額の明確化を図り、公債費を一元

管理するための特別会計として、1,301 億 2,523 万 1 千円の元利

償還等を行いました。 

国民健康保険事業 

 

 

 

国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施等を図るため、医療費（保険

給付に必要な費用）として 895 億 135 万 8 千円を支出するととも

に、国民健康保険運営方針に基づき、保健事業の推進と医療費の適正

化などに取り組みました。 

流域下水道事業 

 

 

 

琵琶湖をはじめとする公共用水域の水質保全と快適な居住環境を整

備するため進めている琵琶湖流域下水道の建設事業費として 43 億

5,970 万 7 千円を支出するとともに、汚水を処理している各処理区

において、高度処理を実施するなど維持管理を行いました。 

付表 第７表 平成30 年度特別会計歳入歳出決算状況 → 62 ページ 

 

 

 

県は、県民のみなさんに利用して 

いただくための文化施設や社会福祉 

施設、学校、公園などの土地や建物 

のほか、山林、有価証券などの財産 

を所有しています。 

 平成３1 年3 月31 日現在の県有 

財産は、土地2,198 万8 千㎡、建 

物188 万3 千㎡、基金781 億 

1,562 万9 千円などとなっています。 

 

 

付表 第16 表 県有財産現在高状況（平成31 年3 月 31 日現在） → 69 ページ 
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 ○決算収支の状況 

   平成30年度の普通会計決算額は、歳入が前年度に比べて43億6,305万7千円増の5,166億6,882

万5 千円、歳出が28 億5,085 万7 千円増の5,110 億8,893 万4 千円となりました。 

実質収支は、前年度に比べて 5,927 万5 千円増の10 億9,006 万5 千円のプラスとなり、実質単年

度収支は、41 億7,839 万3 千円のプラスとなりました。 
 

●平成 30 年度普通会計決算                         （単位：千円・％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

付表 第8 表 平成30 年度普通会計歳入決算状況 → 62 ページ 

   第9 表 平成30 年度普通会計目的別歳出決算状況 → 63 ページ 

   第10 表 平成30 年度普通会計性質別歳出決算状況 → 63 ページ 

      区      分  
平 成 30 年 度 平 成 29 年 度 

決 算 額 対前年度比率 決 算 額 対前年度比率 

歳   入   総   額 A 516,668,825 100.9 512,305,768 100.6 

歳   出   総   額 B 511,088,934 100.6 508,238,077 100.9 

歳入歳出差引額 (A－B) C 5,579,891 137.2 4,067,691 72.8 

翌年度へ繰越すべき財源 D 4,489,826 147.8 3,036,901 66.2 

実 質 収 支 額 (C－D) E 1,090,065 105.8 1,030,790 103.2 

単年度収支額(E－前年度のE) F 59,275  31,672  

財 政 調 整 基 金 積 立 額 G 4,119,118 927.0 444,340 95.3 

財 政 調 整 基 金 取 崩 額 H     － 皆減     527,713 13.6 

地 方 債 繰 上 償 還 額 Ｉ － － － － 

実質単年度収支額(F＋G－H＋Ｉ) 4,178,393  △     51,701   

 

 普通会計は、一般会計と公営事業会計以外の特別会計を合わせたもので、その決算額は、各会計

間における繰り出しや繰り入れなどの重複額を調整した純計額で示しています。これは、地方公共

団体ごとに設置している会計の種類やその範囲などが異なっていることから、財政比較や統一的な

把握を目的として、統計上設けられた会計区分です。 

 本県の普通会計は、一般会計と 13 の特別会計のうち公営事業会計として整理する流域下水道事

業と国民健康保険事業を除く会計を合わせて、重複の調整を行い、純計額で表したものとなります。

なお、普通会計決算額が一般会計決算額（2 ページ参照）より小さくなっていますが、これは一般

会計の歳入および歳出にそれぞれ計上されている「地方消費税清算金」の重複を調整していること

によるものです。 

 

  一般会計決算 

（歳入） 

（歳出） 

地方消費税清算金(収入) 

地方消費税清算金(支出) 

普通会計決算では、地方消費
税清算金の収入と支出を相
殺。収入が支出を上回る場合、

差額を歳入（県税）に加算。 

普通会計決算 

（歳入）

（歳出）

地方消費税清算金
の収入が支出を上
回る部分 

特別会計決算 

（歳入）

（歳出）

普通会計決算では、一般会計と特別会計の間の繰り入れ、
繰り出しを相殺した上で、対象会計を合算。 

会計間の 
繰り入れ、
繰り出し 

普通会計決算の概要 

説 明 
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○経常収支比率 

人件費や公債費、扶助費などの毎年度経常的

に支出される経費に、県税や普通交付税など毎

年度経常的に収入される使途の特定されない一

般財源がどれだけ使われているかを示す指標で、

社会や経済の変動などに伴う臨時的な行政需要

にどれだけ柔軟に対応できるかを見ることがで

き、比率が低いほど財政構造の弾力性が高いこ

とを示しています。 

 

○実質公債費比率 

県税や普通交付税など使途が特定されていな

い財源のうち、公営企業会計における借入金の

返済に対する繰出金など公債費に準ずるものを

含めた実質的な公債費相当額に充当されたもの

の占める割合を示すもので、過去３カ年の平均

値で表します。この比率が18%未満の団体は、

民間資金等を活用した地方債について国への届

出による発行が可能となり、18％以上の団体

は、地方債の発行に際しては国の許可が必要と

なり、25％以上の団体は地方債の発行が制限

されます。 

また、「地方公共団体の財政の健全化に関する

法律」の施行により、平成20 年度決算からは、

25％以上の団体は「財政健全化計画」を、35％

以上の団体は「財政再生計画」を作成し、財政

の健全化を図ることとなりました。 

 

 

  

一般財源とは 

 県税や地方交付税のように、使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源です。 

 一方、国庫支出金のように、使途が決まっている財源を「特定財源」といいます。 
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（注） 全国平均は、東京都を含む加重平均です。

    

≪平成30 年度普通会計決算による財政指標≫ 

滋賀県        全国平均 

経常収支比率             92.3％           93.0％ 

実質公債費比率         11.6％          10.9％ 

将来負担比率          200.4％       173.6％ 

財政力指数               0.565            0.518 
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財政指標から見た滋賀県財政 

説 明 
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○将来負担比率 

地方債の償還金や職員の退職手当、損失補償

等を行っている出資法人等に係る負担見込額な

ど、将来の負担として見込まれる実質的な負債

の残高を指標化し、県税や普通交付税など使途

が特定されていない財源に対する比率として表

したもので、将来財政を圧迫する可能性の度合

いを示す指標ともいえます。 

なお、「地方公共団体の財政の健全化に関する

法律」の施行により、平成20 年度決算からは、

この比率が 400％以上の団体は「財政健全化

計画」を作成し、財政の健全化を図ることとな

りました。 

 
○財政力指数 

平均的な水準で行政を行う場合に必要と考え

られる経費に対して、その団体が標準的に収入

できると考えられる税収等がどれだけあるかを

示した指標で、過去３カ年の平均値で表します。 
 

 
 

（参考） 

経常収支比率 ＝ 
経常経費充当一般財源の額 

×100（%） 
経常一般財源＋臨時財政対策債＋減収補塡債特例分 

      
実質公債費比率 ＝ （ 

（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ） 
の３カ年分合計 ）×１／３×100（%） 

Ｅ－Ｄ 
     Ａ ＝  元利償還金（次の①～⑤を除く。①公営企業債の元利償還金、②繰上償還を行ったもの、③借換債を財源として償還を行っ 

たもの、④満期一括償還方式の場合の元金償還金、⑤利子支払金のうち減債基金の運用利子等を財源とするもの。） 
Ｂ ＝ 元利償還金に準ずるもの（準元利償還金） 

※ 「準元利償還金」とは、①満期一括償還方式の場合の１年当たりの元金償還金相当額、②公営企業債の元利償還金に対す 

る一般会計等からの繰出金、③一部事務組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金・補助金、④債務負担行為 
に基づく支出のうち公債費に準ずるもの、⑤一時借入金の利子をいう。 

Ｃ ＝ ＡまたはＢに充てられた特定財源 

 Ｄ ＝ 元利償還金および準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額 
 Ｅ ＝ 標準財政規模 

 

将来負担比率 ＝ （ 

将来負担額 －（充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額＋地方債現在高等 

に係る基準財政需要額算入見込額） ）×100（%） 
標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）  

・将来負担額 ：ａからｊまでの合計額 

ａ ＝  一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 
ｂ ＝  債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費に係るもの） 
ｃ ＝  一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額 

ｄ ＝  当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額 
ｅ ＝  退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額 
ｆ  ＝ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、当該法人 

等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額 
ｇ  ＝ 当該団体が受益権を有する信託の負債の額のうち、当該信託に係る信託財産の状況を勘案した一般会計等の負担見込額 
ｈ ＝  設立法人以外の者のために負担している債務の額及び当該年度の前年度に当該年度の前年度内に償還すべきものとして当該 

    団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付金の額のうち、当該設立法人以外の者の財務・経営状 
    況を勘案した一般会計等の負担見込額 
ｉ  ＝ 連結実質赤字額 

ｊ ＝  組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 
・充当可能基金額 ：ａからh までの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金 

 

財政力指数 ＝  
基準財政収入額 

の過去３カ年の平均値 
基準財政需要額 

 
実質公債費比率などの健全化判断比率については、41 ページ以降に詳しく掲載しています。 
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